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一般社団法人全国不動産協会 支部組織運営規程 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、一般社団法人全国不動産協会（以下「本会」という。）定款施行規則第   

２１条の規定に基づき、本会支部の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。 

(支部の種別) 

第２条 本会の支部は、次の２種とする。 

（１）支部 東京都内の正会員及び準会員をもって構成する 

（２）賛助支部 東京都外の賛助会員をもって構成する 

（支部の名称等） 

第３条 本会の支部及び賛助支部並びに地区協議会の名称、所在地及び所管区域は、別表のとお

りとする。    

（会員の所属） 

第４条 会員は、その事務所の所在地を所管する支部又は賛助支部にそれぞれ所属するものとす

る。 

第２章 支部総会 

（構成） 

第５条 本会支部に支部総会を置く。 

２ 支部総会は、当該支部に所属するすべての正会員（当該正会員が法人である場合にはそ

の代表者１名。以下同じ。）をもって構成する。 

３ 支部総会の議長は、その支部総会において、出席正会員の中から選出する。 

（権限） 

第６条 支部総会は、次の事項について決議する。 

（１）本会の代議員の選出 

（２）支部長候補者の選出 

（３）支部監事の選任及び解任 

（４）その他この規程、本会理事会において定められた事項 

（開催） 

第７条 支部総会は、定時総会及び臨時総会の２種とする。 

２ 定時総会は、毎事業年度終了後４５日以内に１回開催する。 
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３ 臨時総会は、本会理事会が必要と認めた場合に開催する。 

（招集） 

第８条 支部総会は、本会理事会の決議に基づき、会長又は会長から委任を受けた支部長が招集

する。 

２ 支部総会の招集は、支部総会の目的である事項、日時及び場所を記載した書面により、

開催日の１週間前までに正会員に対してその通知を発しなければならない。 

（議決権） 

第９条 支部総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。 

（決議） 

第１０条 支部総会の決議は、本会理事会が別に定める場合を除き、当該支部に所属する総正会

員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数を

もって行う。この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。

ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（議決権の代理行使） 

第１１条 支部総会に出席できない正会員は、当該支部に所属する他の正会員を代理人として議

決権を行使することができる。この場合において、当該正会員又は代理人は、会長又は

会長から委任を受けた支部長が交付した委任状に必要な事項を記載し、当該支部に提出

しなければならない。 

２ 前項の規定により代理行使した議決権の数は、出席した正会員の数に算入する。 

（書面による議決権の行使） 

第１２条 本会理事会は、支部総会を招集するに当たり、支部総会に出席しない正会員が書面に

よって議決権を行使することができることとする旨を定めることができる。 

２ 本会理事会が前項の決定をした場合には、支部総会に出席しない正会員は、会長又は

会長から委任を受けた支部長が交付した議決権行使書面に議決権行使に必要な事項を

記載し、当該書面を当該支部に提出することによって議決権を行使することができる。 

３ 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数

に算入する。 

（決議の省略） 

第１３条 支部長又は正会員が支部総会の目的である事項について提案をした場合において、当

該提案につき当該支部に所属する正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたと

きは、当該提案を可決する旨の支部総会の決議があったものとみなす。 

（議事録） 

第１４条 支部総会の議事については、遅滞なく次の事項を記載した議事録を作成し、１部を会

長に提出し、１部を当該支部に備え付けておかなければならない。 

（１）日時及び場所 
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（２）正会員の現在数及び出席者数 

（３）議決権の代理行使又は書面による議決権の行使のある場合には、その数 

（４）会議の目的である事項及び議案 

（５）議事の経過の要領及びその結果 

（６）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録は、議長及びその支部総会において選任された議事録署名人２名以上がこれに

署名押印するものとする。 

第３章 支部職務執行者 

（支部職務執行者） 

第１５条 本会支部には、支部職務執行者として、支部役員及び支部監事２名を置く。 

２ 支部役員のうち、１名を支部長、１名以上１０名以内を副支部長とする。 

（選任） 

第１６条 支部長は、正会員の中から支部総会によって選出された支部長候補者について、会長

が理事会の決議を経て選任する。ただし、支部長候補者は、本会理事又は理事候補者で

なければならない。 

２ 支部監事は、正会員の中から、支部総会において選任する。 

３ 副支部長及び支部役員は正会員の中から支部長が選任する。 

４ 支部監事は、支部役員を兼ねることができない。 

５ 支部職務執行者は、選任時において満７５歳以下の者から選任しなければならない。 

（支部役員の職務及び権限） 

第１７条 支部長は、支部を代表し、会長から委任された職務を行う。 

２ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は支部長が欠けたときは支部

長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代行する。 

３ 支部役員は、支部役員会を組織して、支部の会務を執行する。 

４ 支部役員は、会長の業務執行を妨げる行為をすることができず、会長から、その職務

に関して指示があった場合には、これに従わなければならない。 

（支部監事の職務及び権限） 

第１８条 支部監事は、支部役員の職務の執行を監査する。この場合、支部監事は、遅滞なく、

その内容を本会監事に報告しなければならない。 

２ 支部監事は、いつでも、支部役員及び支部職員に対して事業の報告を求め、当該支部

の業務及び財産の状況を調査することができる。ただし、支部監事は、本会監事の監査

を妨げる行為をすることができず、本会監事から、その職務に関して指示があった場合

には、これに従わなければならない。 
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３ 支部監事は、支部役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認

めるとき、又は法令若しくは定款その他本会の定める諸規程に違反する事実若しくは著

しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、本会監事及び会長に報告しなければ

ならない。 

（任期） 

第１９条 支部職務執行者の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時支部総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 支部職務執行者が欠けた場合には、辞任または任期満了により退任した者は、後任者

が就任するまで、なお支部職務執行者としての権利義務を有する。 

（解任等） 

第２０条 支部職務執行者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支部長については本会理

事会の決議を経て会長が、支部役員については支部長が、支部監事については支部総会

の決議により、当該支部職務執行者を解任することができる。この場合においては、当

該支部職務執行者に対し、あらかじめ弁明する機会を与えなければならない。 

（１）心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

（２）職務上の義務違反その他支部職務執行者としてふさわしくない行為があると認

められるとき。 

２ 支部長が本会理事の地位を失ったときは、当然に支部長の地位を失う。 

（報酬等） 

第２１条 支部職務執行者は、無報酬とする。 

２ 支部職務執行者に対しては、本会において定めるところにより、費用を弁償すること

ができる。 

第４章 支部役員会 

（構成） 

第２２条 本会支部に支部役員会を置く。 

２ 支部役員会は、すべての支部役員をもって構成する。 

３ 支部役員会の議長は、支部長又は支部長が指名する支部役員がこれにあたる。 

（権限） 

第２３条 支部役員会は、次の職務を行う。 

（１）本会理事会の決議に基づく当該支部の業務執行の決定 

（２）支部役員の職務の執行の監督 

（３）その他この規程、本会理事会において定められた事項 
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（招集） 

第２４条 支部役員会は、支部長が招集する。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１５条第１項の規定により支部長候補者が選出されたと

きは、同項に基づき支部長が選任されるまでの間、当該支部長候補者が支部役員会を招

集するものとする。 

（決議） 

第２５条 支部役員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する支部役員を除く支部役員

の過半数が出席し、その過半数をもって行う。この場合において、議長は、支部役員と

して議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（議決権の代理行使） 

第２６条 支部役員会に出席できない支部役員は、他の支部役員を代理人として議決権を行使す

ることができる。 

（議事録） 

第２７条 支部役員会の議事録は、遅滞なく作成し、当該支部に備え付けておかなければならな

い。 

第５章 補助執行機関 

（部の組織） 

第２８条 本会支部に次の部を置き、分担する事務は、次のとおりとする。 

（１）総務部 

ア 会議開催に関すること。 

イ 人事に関すること。 

ウ 渉外事項に関すること。 

エ 行政、他団体及びその他外部との連絡に関すること。 

オ その他、他の部において管掌しない事項に関すること。 

（２）経理部 

         ア 予算及び決算に関すること。 

 イ 経理帳簿、伝票及び証拠書類等の作成及び保管に関すること。 

 ウ 財産の運用、経費の支弁に関すること。 

         エ その他財産の管理に必要な事項に関すること。 

（３）組織部 

         ア 組織の充実に関すること。 
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（４）会員支援事業部 

         ア 不動産取引に係る教育及び研修に関すること。 

         イ 会員の不動産取引の促進に関すること。 

         ウ 全日ラビー少額短期保険株式会社に関すること。 

（５）広報事業部 

 ア 不動産全般に係る情報提供に関すること。 

         イ 機関誌の発行に関すること。 

（６）厚生事業部 

ア 会員相互の親睦促進に関すること。 

第６章 会計 

（事業年度） 

第２９条 支部の事業年度は本会定款第４６条と同一とする。 

（事業活動計画及び予算） 

第３０条 支部長は、毎事業年度の開始の日の１１０日前までに、次の書類を作成し、支部役員

会の承認を受け、当該事業年度開始後最初に開催される支部総会において報告しなけれ

ばならない。これを変更しようとする場合も同様とする。 

（１）事業活動計画書 

（２）収支予算書 

２ 支部長は、毎事業年度の開始の日の１００日前までに、前項の書類を会長に提出し、

当該事業年度開始の日の７０日前までに、本会理事会の承認を受けなければならない。 

（事業活動報告及び決算） 

第３１条 支部長は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、支部監事の監査を経た上で、支部

役員会の承認を受け、支部総会に報告しなければならない。 

（１）事業活動報告書 

（２）貸借対照表 

（３）収支計算書 

２ 支部長は、監査を経た前項の書類を、毎事業年度の経過後１５日以内に会長に提出し、

本会理事会の承認を受けなければならない。 

第７章 雑則 

（事務局） 

第３２条 支部の事務を処理するため、各支部に事務局を置くことができる。 
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（指導監督） 

第３３条 会長は、支部の事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、支部長に対

し、当該支部の組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、または本会理事若し

くは職員に当該支部の組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査

させ、若しくは関係者に質問を求めることができる。 

２ 会長は、前項の報告の聴取又は検査等のため必要があると認めるときは、本会監事に

対し、協力を求めることができる。 

３ 会長は、前２項による報告の聴取または検査等の結果、必要があると認めるときは、

支部に対し、勧告、命令その他の必要な措置を採り、または支部に代わり必要な行為を

行うことができる。 

（適用除外） 

第３４条 第２章から第６章及び第３３条の規定は、第２条第２号に規定する賛助支部には適用

しない。 

２ 第２条第２号に規定する賛助支部の代表は同区域を所管する公益社団法人全日本不

動産協会地方本部の本部長とし、代表が指名する副代表１名を選任する。 

３ 任期は同会地方本部の本部長の任期に準ずる。 

（規程の改正及び廃止） 

第３５条 この規程の改正及び廃止は、本会理事会の決議による。 

附 則 

１ この規定は、平成２６年１１月１１日から施行する。 

２ この規程は、平成２８年２月１８日から施行する。 

３ なお、平成２８年度事業活動計画書及び収支予算書については、第２１条の規定にかかわらず、

支部長は平成２８年２月２９日までに作成し、会長へ提出することとし、平成２８年３月１７日

開催の本会理事会において承認を受けることとする。 

４ この規程は、平成２８年１２月１６日から施行する。ただし、支部監事に関する規定は平成  

２９年４月１日より施行する。 

５ この規程は、平成２９年２月２０日から施行する。 

６ この規程は、平成２９年８月３日から施行する。 

７ この規程は、平成３０年１月１８日から施行する。 

８ この規程は、平成３０年４月２４日から施行する。ただし、茨城県支部に関する規定は平成３

０年６月１日より施行する。 

９ この規程は、平成３０年８月１日から施行する。 

１０ この規程は、平成３０年９月１日から施行する。 

１１ この規程は、平成３０年１０月１日から施行する。 

１２ この規程は、平成３０年１２月１日から施行する。 
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【別表】（第３条関係） 

地区協議会名称 支部名称 所在地 所管区域 
第一地区協議会 千代田支部 千代田区 千代田区 

中央支部 中央区 中央区、島しょ 
城東第一支部 足立区 足立区、葛飾区 
江戸川支部 江戸川区 江戸川区 
城東第二支部 台東区 台東区、墨田区、江東区 

第二地区協議会 港支部 港区 港区 
世田谷支部 世田谷区 世田谷区 
城南支部 大田区 品川区、目黒区、大田区 

第三地区協議会 新宿支部 新宿区 新宿区 
渋谷支部 渋谷区 渋谷区 

中野・杉並支部 杉並区 中野区、杉並区 
第四地区協議会 豊島・文京支部 豊島区 豊島区、文京区 

城北支部 板橋区 荒川区、北区、板橋区 
練馬支部 練馬区 練馬区 

第五地区協議会 多摩北支部 小平市 西東京市、東久留米市、清瀬市、 
東村山市、東大和市、武蔵村山市、小平市、
立川市 

多摩中央支部 小金井市 小金井市、国分寺市、国立市、 
府中市 

多摩東支部 三鷹市 武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市 
多摩西支部 青梅市 昭島市、福生市、あきる野市、 

青梅市、羽村市、西多摩郡 
多摩南支部 八王子市 日野市、多摩市、八王子市、稲城市 
町田支部 町田市 町田市 

賛助支部 岩手県支部 岩手県 岩手県内 
宮城県支部 宮城県 宮城県内 
福島県支部 福島県 福島県内 
茨城県支部 茨城県 茨城県内 
栃木県支部 栃木県 栃木県内 
群馬県支部 群馬県 群馬県内 
埼玉県支部 埼玉県 埼玉県内 
神奈川県支部 神奈川県 神奈川県内 
新潟県支部 新潟県 新潟県内 
山梨県支部 山梨県 山梨県内 
長野県支部 長野県 長野県内 
愛知県支部 愛知県 愛知県内 
滋賀県支部 滋賀県 滋賀県内 
京都府支部 京都府 京都府内 
大阪府支部 大阪府 大阪府内 
和歌山県支部 和歌山県 和歌山県内 
広島県支部 広島県 広島県内 
山口県支部 山口県 山口県内 
徳島県支部 徳島県 徳島県内 
香川県支部 香川県 香川県内 
愛媛県支部 愛媛県 愛媛県内 
高知県支部 高知県 高知県内 
福岡県支部 福岡県 福岡県内 
佐賀県支部 佐賀県 佐賀県内 
長崎県支部 長崎県 長崎県内 
熊本県支部 熊本県 熊本県内 
大分県支部 大分県 大分県内 
宮崎県支部 宮崎県 宮崎県内 
鹿児島県支部 鹿児島県 鹿児島県内 
沖縄県支部 沖縄県 沖縄県内 
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一般社団法人  全国不動産協会 

〒１０２－００９３ 東京都千代田区平河町１－８－１３ 

全日東京会館 
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